
手柄山平和公園みんなのさくら広場 

イベント用コンセントの試験運用について 

 

令和 8 年 4 月 1 日より、手柄山平和公園みんなのさくら広場のイベント用コンセント（以

下「コンセント」という。）の試験運用を開始します。なお、コンセントは、公園内行為許

可を受けた者のみ、許可を受けた行為の範疇で使用することができます。 

試験運用期間中は、以下の内容に従ってコンセントを使用することができます。 

 

 

＜使用の申し出について＞ 

・使用を希望する場合は、公園内行為許可申請時にご相談ください。（使用日の 60 日前か

ら 10 日前までの期間に申請が必要） 

・使用方法などにより、ご相談いただいてもお断りさせていただく場合があります。 

 

＜鍵の貸し出しについて＞ 

・みんなのさくら広場のコンセントを使用するには、事前に分電盤室及びコンセントポール

の鍵が必要になります。 

・鍵の貸し出し及び返却は、市役所９階公園緑地課の窓口にて受け付けております。市役所

が開いている時間（平日の 9:00～17:00）にお越しください。 

※守衛室での鍵の貸し出し及び返却はできません。 

※鍵の返却前にもう一度全てのコンセントポール及び分電盤室の鍵が閉まっていることを

確認してください。 

※鍵の借用・返却、鍵の開閉、使用電力量の報告、及び使用料の納付は、許可を受けた公園

内行為の申請者が責任を持って行ってください。 

 

＜使用方法＞ 

・最初に、分電盤室内の左側にあるイベント用コンセント開始スイッチを押してください。 

・コンセントポールの鍵を開け、使用する電気機器のコードを接続してください。 

・使用後は、必ずコンセントポールの鍵を閉めてください。 

・使用後は、イベント用コンセント終了スイッチを押してください。 

 

＜報告について＞ 

・コンセントを使用した場合は、使用電力量の報告が必要です。 

・分電盤室内の右側にある、イベント用コンセント電力メーターを使用前と使用後にメータ

ーの数値が確認できるように撮影し、メーターの数値及び使用電力量を報告書に記載の

うえ、使用前と使用後のメーターの写真を添付して提出してください。 



※使用後、分電盤室を施錠する前に、室内灯が消灯していることを確認してください。 

※使用前のメーターの撮影を忘失した場合は、前に使用した者の使用後の数値を今回の使

用前数値として使用料の計算を行います。 

・報告は、使用後の市役所が開いている時間（平日の 9:00～17:00）に、市役所９階公園緑

地課に報告書を提出するか、またはオンライン手続きポータルサイトにて行ってくださ

い。 

・報告は、コンセントを使用した日から 3 日以内に行ってください。 

 

＜電源使用料について＞ 

・使用した分の電気料金の実費を支払ってください。 

・使用した分の電気料金は、使用者からの報告と全国家庭電気製品公正取引協議会が示す令

和 8 年 4 月 1 日時点の目安単価（31 円/kWh(税込)）を基に計算します。 

・電気料金の額を算出する基礎となる消費電力が、1 kWh に満たないとき、又はその消費電

力に 1 kWh 未満の端数があるときは、これを 1 kWh として計算します。 

・電源使用料は、報告後に発行される納付書で指定金融機関にて支払ってください。 

・納付書は、指定した場所において手交することを原則とします。郵送を希望するものにつ

いては、切手を貼付した封筒を事前に提出してください。 

・納付書は、発効までに時間がかかります。ご理解いただける方のみ、コンセントをご使用

ください。 

・電源使用料の納付は、納付書を受領した日から 10 日以内に行ってください。 

・電源使用料が未納の方は、次回の使用をお断りします。 

 

＜使用中の指示について＞ 

・コンセントの使用により、公園の内外に迷惑や支障を及ぼす場合、もしくは、コンセント

の管理上必要があると認められるときは、担当者の判断により使用者に対し必要な指示を

行い、指示に従わない場合は使用を中止させる場合があります。 

 

 


